
改正法と条例の比較

改正法
同意があるとき
法令に基づくとき
事務に必要な限度で内部で
利用する場合で相当な理由があるとき
提供を受ける行政機関等が
事務に必要な限度で利用する場合で
相当な理由があるとき
提供が明らかに本人の利益になるとき

統計、学術研究のために提供するとき

その他特別の理由があるとき

条例
同意があるとき
法令に基づくとき
事務に必要な限度で内部で
利用する場合で相当な理由があるとき
事務に必要な限度で行政機関等に
提供する場合で相当な理由があるとき

生命、財産等の保護のため緊急のとき

審査会の意見を聴いて、
適正な行政執行のため又は
公益上必要があると認めるとき

内容
本人同意
法令

内部利用

国・自治体
への提供

本人の利益
その他公益
の考慮

「特別の理由」の具体例（事務対応ガイドp.106）
①行政機関等に提供する場合と同程度の公益性があること
②提供を受ける側が自ら個人情報を取得することが著しく困難であること
③提供を受ける側の事務が緊急を要すること
④個人情報の提供を受けなければ事務の目的を達成することが困難であること 等

○下記のとおり、両者の示す内容は合致している
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